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2025年 5月 19 日 

(一社)札幌地区サッカー協会 審判委員会 

 

2025年度 サッカー４級審判員 資格認定講習会 開催要項（2） 

 

1．趣旨   サッカーの審判を志す者に対して、審判に対する知識と技能の理解を深め、審判の資格取

得の機会とする。また、(公財)日本サッカー協会、(公財)北海道サッカー協会、(一社)札

幌地区サッカー協会への登録を行う。 

2．主催   (一社)札幌地区サッカー協会 

3．主管   (一社)札幌地区サッカー協会 審判委員会 

4．受講資格 審判員の資格を取得しようとする方。2025年 4 月 1 日時点で満 12歳以上の方。 

5．講習内容 審判理論（ル－ル解説・審判法に関する講義）。 

※KICK OFFからの申込みができない方は、本講習会を受講することができません。 

6．費用   18 歳以上 6,100円（競技規則代を含む）払込み手数料は受講者負担 

18 歳未満 1,500 円（競技規則代を含む）払込み手数料は受講者負担 

7．受講手続 日本サッカー協会 HPの KICK OFFから JFA IDを新規に取得します（既に JFA IDを取得

済みの方は、その ID を使用します）。その後、ご自身の ID で KICK OFF にログインし、

そこから講習会にお申し込み下さい。 

https://jfaid.jfa.jp/uniid-server/login 

8．開催日ならびに会場 

・各回とも講習内容は同じです。 

・各回とも定員になり次第、〆切ります。また、遅刻や中途退室の場合、資格認定されません。 

・会場：札幌エルプラザ(札幌市北区北 8 条西 3 丁目) 4 階 中研修室 

 

回数 開催日 受付時間 講習時間 定員 Web受付〆切日 

第 1 回 2025年 7 月 5 日(土) 18:30～19:00 19:00～21:30  66名 6月 24日(火) 

第 2 回 2025年 7月 19日(土) 18:30～19:00 19:00～21:30 66 名 7 月 8 日(火) 

第 3 回 2025年 7月 20日(日) 18:30～19:00 19:00～21:30  66名 7 月 9 日(水) 

第 4 回 2025年 8 月 9 日(土) 18:30～19:00 19:00～21:30  66名 7月 29日(火) 

第 5 回 2025年 8月 17日(日) 18:30～19:00 19:00～21:30  66名 8 月 6 日(水) 

第 6 回 2025年 9月 13日(土) 18:30～19:00 19:00～21:30  66名 9 月 2 日(火) 

第 7 回 2025年 9月 20日(土) 18:30～19:00 19:00～21:30  66名 9 月 9 日(火) 

 

9．注意事項 

・本講習会を受講して得られる審判員資格の有効期限は 2026年 3 月 31 日です。2026年 4月 1日以

降も資格を継続希望される方は、更新講習会の受講が必須です。更新講習会は、例年 10 月～翌年

3 月に開催され、座学（対面講習）の他、e-ラーニング（web）での更新が可能です。詳細は、10
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月以降に(一社)札幌地区サッカー協会 HPに掲載される更新講習会の開催要項をご確認ください。 

・感染状況等によっては、講習会を中止する場合があります。講習会の中止等に関するお知らせは

メールで行います。「10.本講習会に関する問い合わせ先」にあるアドレスからのメールが受け取

れる設定にしてください。 

・申込み後の受講日変更はできません。 

・支払いを完了していない方は受講できません。また、講習会当日に受講料を納入することはでき

ません。 

・講習会を欠席された場合は、納入済みの受講料から返金経費 1,000 円を差し引き、現金書留で返

金します。返金まで 2 ヶ月程度かかります。返金に関する手続きは特に必要ありません（KICK OFF

の登録住所に郵送します）。また、宛先無しや郵便局の保管期限を過ぎて現金書留を受講者が受

け取れず現金書留が送付元に戻った場合で、受講者が再送を希望する場合は、更に返金経費 1,000

円を差し引き、現金書留で返金します。なお、返金額が 1,000 円未満となった場合、再度の返金

は致しません。 

・申し込まれた受講を取り消し、別日程の講習会に申し込みを希望される場合、E-mailで問い合わ

せ先に連絡してください。別日程の講習会を改めて申し込む場合、受講料も再度納入していただ

きます。また、受講しなかった回の受講料は、返金経費 1,000 円を差し引き、現金書留にて後日

返金いたします。宛先無しや郵便局の保管期限を過ぎて現金書留を受講者が受け取れず現金書留

が送付元に戻った場合で、受講者が再送を希望する場合は、更に返金経費 1,000 円を差し引き、

現金書留で返金します。なお、返金額が 1,000 円未満となった場合、再度の返金は致しません。 

・申込み終了後に申請状況を確認する場合は、KICK OFF のメニューから【講習会・研修会】 → 【申

請状況の確認】をご確認ください。 

 

10．本講習会に関する問い合わせ先 

(一社)札幌地区サッカー協会 審判委員会 講習会担当 メールアドレス 

sfa_sonota@yahoo.co.jp 

※回答に時間がかかる場合がありますがご容赦願います。 

 

以上 

 


